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国際出願に係る軽減措置の QA集 

（2019年 4月 1日以降に軽減申請をする場合） 
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１．手続全般 

（答）軽減対象となるのは、国際出願時の「送付手数料」及び「調査手数料」、予備審査請求時の「予備審査手数

料」になります。 

なお、国際出願時の「国際出願手数料」と、予備審査請求時の「取扱手数料」については、軽減対象ではありま

せんが、交付金措置の対象となります。 

 

（答）願書又は予備審査請求書と同時に、出願課国際出願室受理官庁に提出してください。 

 

（答）書面手続の場合には、申請書（紙）を願書又は予備審査請求書に添付してください。また、オンライン

手続の場合には、申請書（イメージデータ）を願書又は予備審査請求書に添付してください。 

※具体的なイメージデータの添付方法は こちら のページをご参照ください。 

（１）軽減対象となる手数料は具体的にどの手数料ですか︖ 

（２）軽減申請書の提出は、いつ行えばよいですか︖ 

（３）軽減申請書は、どのように提出すればよいですか︖ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
http://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/keigen/imagedata.html
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（答）後から提出することはできません。軽減申請書は、願書又は予備審査請求書と必ず同時に提出してくだ

さい。 

 

（答）軽減申請書は、願書又は予備審査請求書と必ず同時に提出していただく必要があります。そのため、手

数料納付書や手数料補正書に添付した形での軽減申請は受け付けておりませんのでご注意ください。 

 

（答）可能です。軽減申請書は願書又は予備審査請求書に添付して提出するため、願書又は予備審査請

求書を代理人が提出する場合、当該代理人が提出することになります。よって、当該代理人に願書又は

予備審査請求書の手続権限がある場合、軽減申請手続のための委任状を別途提出する必要はありま

せん。（援用の表示をする必要もありません。） 

 

（答）軽減申請書に必要事項を記載することで、証明書類の提出を省略することができます。 
 

（答）軽減申請時に証明書類を提出する必要はありません。なお、証明書類は、軽減申請の際には不要で

すが、特許庁が求めるときには後ほど出していただくことがあります。 

（４）軽減申請書を国際出願又は予備審査請求書と同時に提出しなかった場合、後から軽減申請書
のみを提出することはできますか︖ 

（５）軽減申請書を、手数料納付書や手数料補正書に添付して、軽減申請を行うことはできますか︖ 

（６）代理人による軽減申請書の提出は可能ですか︖また、その場合、委任状は必要ですか︖（すで
に国際出願時等に特許庁に対して提出した委任状を援用できますか︖） 

（７）軽減申請書に申請者が軽減対象の要件に該当している旨の証明書の添付は必要ですか︖ 

（８）軽減申請を行うにあたり、要件に該当することを証する書面（証明書類）を提出する必要はあり
ますか︖ 
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（答）必須です。共同出願である場合には必ず持分の割合を定め、出願人全員（軽減対象とならない者を

含む）の持分割合を記載してください。また、持分の割合の合計は必ず 1/1（100％）になるよう定めて

ください。 

 

（答）不要です。軽減申請書に持分の割合を記載することで、持分証明書の提出を省略することができます。 

 

（答）不要です。予備審査請求書に添付する軽減申請書に、予備審査請求時の持分の割合を記載するこ

とで、持分証明書の提出を省略することができます。 

 

（答）特段影響はありません。軽減申請時の持分の割合は、当該案件の納付手数料を確定するために便宜

上決めていただく事項です。 

 

（答）共同出願人ごとに規定された手数料の金額（軽減申請者分については、軽減後の金額）にその持

分の割合を乗じて得た額を合算して得た額となります。 

＜例＞出願人Ａ（中小ベンチャー企業、軽減率 1/3、持分 1/2）と出願人Ｂ（公設試験研究機関、

軽減率 1/2、持分 1/2）の共同出願案件の送付手数料（10,000円）及び調査手数料（標準額

（９）共同出願である場合、持分の割合を定めることは必須ですか︖ 

（１０）共同出願である場合、持分の割合に関する証明書の提出は必要ですか︖ 

（１１）予備審査請求時の持分の割合が、国際出願時の持分の割合と異なっていますが、何か証明
書の提出は必要ですか︖ 

（１２）軽減申請時に持分の割合を定めることによって、その後の国際段階及び国内移行時に影響を
与えることはありますか︖ 

（１３）共同出願である場合の軽減申請額はどのように算出しますか︖ 
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70,000円）の軽減適用後の額 

【送付手数料】 

出願人 A (10,000 x 1/3 x 1/2) ＋ 出願人 B (10,000 x 1/2 x 1/2)  

= 出願人 A (10,000 X 1/6) + 出願人 B (10,000 X 1/4)  

= 10,000 X 5/12 

= 4,166.666…     → 4,160円 

(※計算の結果、送付手数料の金額に端数が生じる場合は、合算後、最後に10円未満を切り捨てます) 

【調査手数料】 

出願人 A (70,000 x 1/3 x 1/2) ＋ 出願人 B (70,000 x 1/2 x 1/2)  

= 出願人 A (70,000 X 1/6) + 出願人 B (70,000 X 1/4)  

= 70,000 X 5/12 

= 29,166.666…     → 29,160円 

（※計算の結果、調査手数料の金額に端数が生じる場合は、合算後、最後に10円未満を切り捨てます） 

 

（答）軽減申請書は１通にまとめて提出する必要があります。 

 

２．申請要件 

２－１︓ 2019年 4月 1日以降に出願した場合                           このページの先頭へ  

（答）できません。軽減申請が行えるのは、日本国特許庁が受理する「日本語」の国際出願になります。 

 

（答）軽減申請の申請時（提出時）において、要件を満たしている必要があります。 

（１４）申請者（軽減対象となる者）が複数人いる場合、軽減申請書はそれぞれ作成して提出する
必要がありますか︖ 

（１）国際出願の言語が「英語」ですが、軽減申請はできますか︖ 

（２）軽減対象の要件は、いつの時点に満たしている必要がありますか︖ 
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（答）同一です。 

 

（答）各軽減対象の具体的な要件については、対象者毎の要件詳細ページでご確認ください。（「軽減措

置の申請手続 」の「１．軽減制度の対象者・措置内容」の＜対象者・措置内容一覧＞から、対象者毎

の要件詳細ページへのリンクをご利用いただけます。） 

 

（答）すべての者が要件を満たしている必要はありません。いずれか１者が要件を満たしていれば、その者の持

分に応じて軽減申請を行うことができます。 

 

（答）申請可能です。共同出願人のうち、いずれか１者が軽減の対象要件を満たしていれば、その者の持分

に応じて軽減申請を行うことができます。（すべての者が対象要件を満たしている必要はありません。） 

 

（答）申請可能です。予備審査請求時における出願人の中小企業Ｂが軽減の対象要件を満たしていれ

ば、予備審査手数料の軽減申請を行うことができます。 

（３）軽減申請と交付申請に関する対象者の要件は同一ですか︖ 

（４）自身が軽減対象の要件に該当するかどうか分かりません。どのように調べたら良いですか︖ 

（５）共同出願である場合、すべての出願人が軽減対象の要件を満たしている必要がありますか︖ 

（６）大企業Ａと中小企業Ｂの２者による共同出願で、中小企業Ｂが軽減の対象要件を満たしてい
ます。この場合、軽減申請は行えますか︖ 

（７）国際出願をした時点では、出願人は大企業Ａのみでしたが、その後、中小企業Ｂへの名義変更
（譲渡）を行いました。譲受人である中小企業Ｂが軽減対象の要件を満たしている場合、予備審査請
求時に軽減申請を行えますか︖ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
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（答）申請は認められません。予備審査請求時における出願人の大企業Ａは軽減の対象要件を満たしていな

いため、予備審査手数料の軽減申請を行うことはできません。 

 

２－２︓ 2019年 3月 31日以前に出願した場合                          このページの先頭へ  

（答）2019年 3月 31日以前に出願した場合、国際出願をする日において、出願人全員が要件を満たし

ている必要があります。 

 

（答）予備審査手数料の軽減申請はできません。国際出願をする日において、中小ベンチャー企業（又は

小規模企業）の要件を満たしていない場合には、当該国際出願における予備審査手数料の軽減を受

けることができません。 

 

（答）共同出願の持分による軽減申請はできません。2019年 3月 31日以前に出願した案件について

は、出願人全員が中小ベンチャー企業（又は小規模企業）の要件を満たした場合にのみ、軽減申請を

行うことができます。 

（８）国際出願をした時点では、出願人は中小企業Ｂでしたが、その後、大企業Ａへの名義変更（譲
渡）を行いました。譲受人である大企業Ａは、予備審査請求時に軽減申請を行えますか︖ 

（１）軽減対象の要件は、いつの時点に満たしている必要がありますか︖ 

（２）2019 年 3 月 31 日以前に出願した大企業（軽減対象の要件を満たさない者）です。2019
年 4 月 1 日以降に当該案件の予備審査請求を行う場合、予備審査手数料の軽減申請を行えます
か︖ 

（３）2019 年 3 月 31 日以前に出願した大企業と共同出願した中小ベンチャー企業（又は小規模
企業）です。2019 年 4 月 1 日以降に当該案件の予備審査請求を行う場合、当社の持分に係る予
備審査手数料の軽減申請を行えますか︖ 
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（答）証明書の提出は必要です。当該案件の予備審査請求を行う場合、2019年 4月 1日以降の予備

審査請求であっても、同年 3月 31日以前に出願した案件については証明書の提出が求められますので

ご注意ください。 

※ただし、2019年 3月 31日以前に出願した中小ベンチャー企業（又は小規模企業）が、同年 4月

1日以降に当該案件に係る国際出願促進交付金交付申請（国際出願手数料及び取扱手数料）を

行う場合においては、証明書の提出は省略できます。 

 

（答）予備審査手数料の軽減申請はできます。国際出願をする日において、中小ベンチャー企業（又は小

規模企業）の要件を満たす場合には、それを証明するための証明書を軽減申請書と共に提出（または

援用）することにより、当該国際出願に係る予備審査手数料の軽減を受けることができます。 

 

（答）予備審査手数料の軽減申請はできません。国際出願をする日において、中小ベンチャー企業（又は

小規模企業）の要件を満たしていない場合には、当該国際出願に係る予備審査手数料の軽減を受

けることができません。 

 

３．軽減申請書様式                                             このページの先頭へ  

（４）2019 年 3 月 31 日以前に出願した中小ベンチャー企業（又は小規模企業）です。2019 年
4月 1日以降に当該案件の予備審査請求を行う場合、証明書の提出は必要ですか︖ 

（５）2019年 3月 31日以前に中小ベンチャー企業（又は小規模企業）が出願した案件について、
その後、大企業に名義変更しました。2019年 4月 1日以降に当該案件の予備審査請求を行う場合、
予備審査手数料の軽減申請を行えますか︖ 

（６）2019 年 3 月 31 日以前に公設試験研究機関が出願した案件について、その後、中小ベンチャ
ー企業（又は小規模企業）に名義変更しました。2019 年 4 月 1 日以降に当該案件の予備審査請
求を行う場合、予備審査手数料の軽減申請を行えますか︖ 

（１）軽減申請書を記載するにあたって留意すべき点はありますか︖ 
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（答）具体的な軽減申請様式の書き方は 、「軽減措置の申請手続 」の「２．軽減申請手続（２）軽

減申請書の様式・記載例」をご覧ください。 

 

（答）出願人が複数の場合、出願人のうち軽減対象の要件を満たす者のみを記載します。 

 

（答）いずれも押印は不要です。 

 

（答）「特許法施行令第 10条第○号○に掲げる者に該当する者である。」のように、各対象者の要件の根拠条文

を記載してください。 

 

（答）各対象者の要件の根拠条文を記載する必要があります。具体的な申請様式の書き方は 、「軽減措置

の申請手続 」の「２．軽減申請手続（２）軽減申請書の様式・記載例」をご覧ください。 

 

（答）「1/2」や「2/3」のように、持分の割合を分数で表記してください。 

 

（答）１者のみであれば、当該欄はいずれも不要です。 

（２）【軽減を申請する者】欄は、すべての出願人の氏名または名称等を記載すべきでしょうか︖ 

（３）【軽減を申請する者】及び【代理人】欄に押印は必要でしょうか︖ 

（４）【手数料軽減に関する内容】には、具体的に何を記載すれば良いのでしょうか︖ 

（５）「特許法施行令第 10 条第○号○」のうち、「第○号○」の箇所はどのように記載すれば良いので
しょうか︖ 

（６）「【持分の割合】」欄は、どのように記載すれば良いのでしょうか︖ 

（７）出願人が１者のみ（単独出願）ですが、「【持分の割合】」及び「【持分の割合に関する特記事
項】」欄を記載する必要がありますか︖ 

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei.html
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（答）共同出願である場合であって、共同出願人のうちいずれか１者でも軽減対象の要件を満たしていない

者がいる場合に当該欄を設け、記載してください。 

 

（答）軽減対象の要件を満たしていない者の持分の割合を、「1/2」や「2/3」のように分数で表記してください。 

＜記載例＞ 【持分の割合に関する特記事項】 PCT ホールディングス株式会社 1/3 

 

４．国際出願における調査手数料の一部返還について                          このページの先頭へ

 

（答）軽減申請の内容（軽減率や持分の割合等）に応じて返還請求額を算出します。 

 

①単独出願の場合 

  調査手数料（70,000円）にその軽減率を乗じて得た額に、一定率（0.4）を乗じます。 

  ＜例＞申請者 A（中小ベンチャー企業, 軽減率 1/3）の調査手数料（70,000円）の軽減適用

後の返還額の算出 

    返還請求額︓70,000 x 1/3 ×0.4  

             ＝9,333.333 → 9,330円 

（※計算の結果、端数が生じる場合は、10 円未満を切り捨てます） 

 

②共同出願の場合 

  共同出願人ごとに 28,000円に軽減率及び持分の割合を乗じて得た額を合算します。 

（８）「【持分の割合に関する特記事項】」欄は、どのような場合に記載する必要があるのでしょうか︖ 

（９）「【持分の割合に関する特記事項】」欄は、どのように記載すれば良いのでしょうか︖ 

（１）先の出願の審査の結果等の相当部分を利用できる旨の通知を受けました。本件では調査手数
料の軽減申請を行っていたのですが、当該手数料の一部返還の返還請求額はどのように算出しますか︖ 
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＜例＞申請者Ａ（中小ベンチャー企業、軽減率 1/3、持分 1/2）と申請者Ｂ（公設試験研究機

関、軽減割合 1/2、持分 1/2）の共同出願案件の調査手数料の軽減適用後の返還額の算出 

 申請者 A (28,000 x 1/3 x 1/2) ＋ 申請者 B (28,000 x 1/2 x 1/2) 

  = 申請者 A（28,000 × 1/6）＋申請者 B（28,000 × 1/4） 

  ＝ 28,000 × 5/12 

  = 11,666.666…   → 11,660円 

       （※計算の結果、端数が生じる場合は、合算後、最後に 10円未満を切り捨てます） 

 

（答）影響はありません。返還請求額は手数料軽減申請書の記載内容を基に判断します。出願後に出願

人や持分の割合等に変更があった場合でも、返還請求額に影響はありません。 

 このページの先頭へ  

（2）出願時に調査手数料の軽減申請を行った後に、出願人の名義変更等を行った場合、返還請求
額に影響はありますか︖ 
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